
伊勢崎市監査委員告示第  ５  号  

 

公   表   書  

 令和３年度定期監査を執行したので、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき  

その結果を別紙のとおり公表する。  

 

  令和３年  ８月３１日  

 

 

                     伊勢崎市監査委員  光  山  喜一郎  

                        同      髙  田  嘉  郎  

                        同      新  井    智  

 

 

                 記  

１  定期監査結果報告書  

   伊勢崎市民病院、介護老人保健施設ひまわり、訪問看護ステーションいせさき



 

 

令 和 ３ 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 書  

 

１  監 査 の 基 準  

  監 査 委 員 は 、 伊 勢 崎 市 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ２ 日 監 査 委 員 訓 令 甲 第 １

号 ） に 準 拠 し て 監 査 を 実 施 し た 。  

 

２  監 査 の 種 類  

 財 務 監 査 及 び 行 政 監 査  

 

３  監 査 の 日 程 及 び 対 象  

 令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 （ 水 ）  

 〇 伊 勢 崎 市 民 病 院  

  伊 勢 崎 市 民 病 院 ・ 介 護 老 人 保 健 施 設 ひ ま わ り ・ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン い せ

さ き  

 

４  監 査 の 着 眼 点  

  令 和 ２ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 が

法 令 に 適 合 し 、 正 確 で 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組

織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る か 。  

施 設 は 安 全 性 を 考 慮 し て 管 理 運 営 さ れ て い る か 。 ま た 、 災 害 対 策 や 防 犯 対  

策 は 万 全 で あ る か 。  

 

５  監 査 の 実 施 内 容  

 （ １ ） 予 備 監 査  

   本 監 査 に 先 立 ち 監 査 委 員 事 務 局 職 員 に よ り 、 下 記 事 項 を 重 点 に 関 係 書 類

を 試 査 又 は 精 査 を し て 予 備 監 査 を 実 施 し た 。  

   ア  予 算 の 執 行 状 況 に つ い て  

   イ  諸 帳 簿 の 記 帳 、 整 理 、 保 管 状 況 に つ い て  



 

 

   ウ  金 銭 の 出 納 、 預 金 通 帳 の 管 理 に つ い て  

   エ  契 約 関 係 に つ い て  

   オ  物 品 及 び 薬 品 等 の 出 納 、 管 理 に つ い て  

 （ ２ ） 本 監 査  

   当 該 監 査 は 、 監 査 委 員 ３ 名 と 事 務 局 職 員 が 、 現 地 に お い て 対 象 各 課 の 予

備 監 査 結 果 と 提 出 書 類 に 基 づ き 質 疑 応 答 形 式 で 実 施 し た 。 ま た 、 施 設 及 び

設 備 に つ い て は 外 観 的 に 監 査 し た 。  

 

６  監 査 の 結 果  

  財 務 に 関 す る 事 務 を は じ め 、 行 政 事 務 の 執 行 、 施 設 の 管 理 は 概 ね 適 正 に 処

理 さ れ て い る と 認 め ら れ た 。  

  予 備 監 査 の 結 果 を 含 め た 個 別 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 本 監 査 に お い て 、 部

長 等 に 対 し 口 頭 で 指 摘 す る と と も に 各 所 属 長 か ら 、 そ の 対 応 状 況 等 を 聴 取 し

た 。 主 な も の は 次 の と お り で あ る 。  

  [事 務 改 善 ]  

服 務 関 係 に お い て 、 週 休 日 の 振 替 簿 兼 代 休 日 の 指 定 簿 の 決 裁 日 が 不 整 合

な も の が あ っ た 。  

契 約 関 係 に お い て 、 見 積 合 せ 調 書 の 決 裁 が 代 決 さ れ て い る も の 、 契 約 書

に 病 院 事 業 管 理 者 印 が 押 印 さ れ て い な い も の 、 仕 様 書 で 求 め て い る 書 類 の

提 出 が な い も の 、 仕 様 書 に 示 さ れ て い な い 業 務 が 実 施 さ れ て い る も の 、 業

務 完 了 報 告 書 の 決 裁 者 が 相 違 し て い る も の 、 実 績 報 告 書 が 決 裁 さ れ て な い

も の が あ っ た 。 チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の

で あ る 。  
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